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志免町学童保育事業運営業務委託仕様書 

 

この仕様書は、志免町学童保育事業運営業務の内容及び実施条件を示すものである。 

運営事業者は、志免町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（以下「設備及び運営に関する基準を定める条例」という。）、志免町学童保育事

業実施に関する条例（以下「実施に関する条例」という。）、志免町学童保育事業実施

に関する条例施行規則（以下「実施に関する条例施行規則」という。）に基づき学童保

育事業を行うものとする。 

 

１．業務目的 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の８の規定に基づき、保護者が労働

等により昼間家庭にいない児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を行うも

のとする。 

 

２．契約期間等  

（1）契約期間：契約締結日から令和１２年３月３１日まで 

（2）準備・引継期間：契約締結日の翌日から令和９年３月３１日 

（3）委託期間：令和９年４月１日から令和１２年３月３１日 

 

３．運営委託をする学童保育所 

次の１５施設の運営を一括して委託する。 

名  称 位  置 定員 
入所予

定人数 

志免中央第一学童保育所 
志免町志免中央一丁目８番２号 

志免中央小学校内 別棟平屋建施設東側 
４０人 ６０人 

志免中央第二学童保育所 
志免町志免中央一丁目８番２号 

志免中央小学校内 別棟平屋建施設西側 
４０人 ６０人 

志免中央第三学童保育所 
志免町志免中央一丁目８番３号 

志免中央小学校内 別棟２階建施設１階 
４０人 ４０人 

志免中央第四学童保育所 
志免町志免中央一丁目８番３号 

志免中央小学校内 別棟２階建施設２階 
４０人 ４０人 



[2] 

 

志免東第一学童保育所 
志免町志免東一丁目１番２号 

志免東小学校内 別棟平屋建施設 
６０人 ７０人 

志免東第二学童保育所 
志免町志免東一丁目１番３号 

志免東小学校内 別棟平屋建施設 
６０人 ７０人 

志免西第一学童保育所 
志免町別府二丁目４番３号 

志免西小学校内 別棟平屋建施設北側 
４０人 ４０人 

志免西第二学童保育所 
志免町別府二丁目４番３号 

志免西小学校内 別棟平屋建施設南側 
４０人 ４０人 

志免西第三学童保育所 
志免町別府二丁目４番４号 

志免西小学校内 別棟２階建施設１階 
４０人 ４０人 

志免西第四学童保育所 
志免町別府二丁目４番４号 

志免西小学校内 別棟２階建施設２階 
４０人 ４０人 

志免西第五学童保育所 
志免町別府二丁目２番１号 

栄光会ファミリークリニック施設内２階 
４０人 ４０人 

志免西第六学童保育所 
志免町別府二丁目２番１号 

栄光会ファミリークリニック施設内２階 
４０人 ４０人 

志免西第七学童保育所 
志免町別府二丁目２番１号 

栄光会ファミリークリニック施設内２階 
４０人 ４０人 

志免南第一学童保育所 
志免町大字吉原５５６番地 

志免南小学校内 学校校舎内施設 
６０人 ６０人 

志免南第二学童保育所 
志免町大字吉原５５６番地 

志免南小学校内 学校校舎内施設 
４０人 ５０人 

※学童保育所全般に関する事務は、志免中央第一・第二学童保育所施設内に設置してい

る管理運営事務局で行うものとする。 

※施設が増加する場合は、別途追加委託をするものとする。 

※児童の利用状況等を勘案し町は定員を超えて利用承認をする場合がある。 

 

４．業務内容 

業務内容については、従来の実施業務の継続性に配慮すること。 

（1）学童保育運営事業 

① 利用児童の遊びと生活の指導や支援 

ア  出欠、入所退所の時間、迎えの有無の確認 
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イ  連絡帳の確認と家庭への連絡事項の記述 

ウ  児童の健康状態の把握 

エ  遊びや生活についての指導 

オ  食事に関する準備及び指導（飲食物を提供する場合） 

カ  学童保育所外活動への参加・引率 

キ  宿題の有無の確認と言葉かけ等による学習環境の整備 

ク  居室環境の整備 

ケ  広報物の作成 

コ  特別に配慮が必要な児童に関する指導 

サ 各種行事等の実施 

 

② 学童保育所利用に関する事務 

ア  学童保育所の利用説明・使用説明会の開催 

イ  学童保育所の利用申請案内（審査及び利用承認は町が行う。） 

ウ  利用停止、利用中止、変更届、児童台帳等の経由事務 

エ  延長保育、緊急連絡メール登録・変更・取り消し事務 

オ  災害及び不審者等に対する防災・防犯・安全に関する事務 

カ  個人面談、保護者会の開催及び運営内容説明 

キ  配付物や行事計画書等を作成・保管及び必要に応じた町への提出 

ク  利用状況報告 

ケ  延長利用実績報告 

コ  業務日誌の作成 

サ  職員シフト表の作成 

シ  利用予定変更メールに関する事務 

ス  業務に必要な備品・教材・消耗品の購入・管理 

セ 利用料徴収、未納者への対応・還付に関する事務 

ソ 事故の報告 

 

③ 留意事項 

ア 体調がすぐれない児童には、検温を行い、学校での様子を聞き、静かな空間

を用意し身体を休ませる環境を準備すること。特に感染症等には注意し、必

要に応じて、保護者に連絡し迎えを要請すること。 

イ 飲食物を提供する場合は、衛生面に注意し、アレルギーを持つ児童について

は、保護者と事前に協議し配慮すること。 

ウ 特別に配慮が必要な児童は、環境の変化への適応が難しい場合があるため、

保護者、学校、専門機関等との連携を密接にし、相互に共通した指導方針の

もとで個々の児童にふさわしい対応をすること。 
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エ 各種申請・変更届・延長利用報告等について保護者から連絡を受けた場合

は、その書類の配付や受け取り等の経由事務を速やかに行うこと。 

オ 学童保育所支援員のマニュアルを作成し、地震、火災、不審者の侵入等、災

害や緊急事態発生時には、利用児童の安全を第一として、避難誘導・関係機

関・保護者等への連絡を適確・迅速に行うこと。 

カ 町指定避難場所等の確認を行い、定期的に避難訓練を実施し、災害時等にお

いて町・学校と連携を図ること。（学校連絡メール・学童連絡メール、防災メ

ールの対応を含む） 

キ 学童運営事務の業務効率化による職員の負担軽減や利用児童の安全確保を図

るために、ＩＣＴ環境の整備を導入すること。（ただし、情報発信ツールの指

定は含めない） 

 

（2）施設管理関係 

下記のとおり運営に係わる日常の施設管理を実施する。 

① 日常において事業実施場所や付帯設備（トイレ含む)の清掃を行う。 

② 日常において事業実施場所や付帯設備の危険箇所の点検・町への報告及び軽微な

修繕を行う。 

③ 火災・盗難その他事故発生の防止及び機械警備装置等の機器を運用する。 

④ 震災対策として設備及び備品に適した転倒防止を行う。 

⑤ ＩＳＯ等、環境負荷の軽減への取り組みに協力する。 

⑥ 各学童保育所の光熱水費については、運営事業者にて支払う。（志免西第五・第

六・第七学童保育所と志免南第一・第二学童保育所の光熱水費、志免中央第一・

第二学童保育所の水道代を除く） 

 

（3）備品 

① 台帳にて管理のうえ購入や廃棄の際は町に届け出ること。 

② 備品等は、原則として、すべて委託料の範囲内で調達するものとし、契約終了

（更新）年に運営事業者が変更となった場合、または、契約途中に委託を解除され

た場合は町に無償譲渡するものとする。ただし、パソコン等のＯＡ機器・複合機等

のリースを妨げるものではない。 

③ 備品等が不足し、運営事業者が自社備品等で準備をする場合については、無償譲

渡の対象外とするが、町の承認を得ること。 
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５．運営事業者と町との業務区分 

 業 務 内 容 

町 

（1）運営事業者の管理運営上の過失によらない事由による施設本体・設備等の維持補

修に関する業務。ただし、経年劣化や日々の利用に伴う軽微な修繕（概ね５万円

以下のもの）等は除く。 

（2）利用申込者の利用承認及び利用中止の承認業務 

（3）通所の停止業務 

運

営

事

業

者 

（1）学童保育所を利用する児童の保育に関する業務 

（2）学童保育所を利用する児童の健全育成を図るための事業に関する業務 

（3）学童保育所の利用の中止に関する届出書等の受付に関する業務 

（4）学童保育所の利用料及び食糧費・保険料の収納に関する業務 

（5） その他、施設の管理に関する業務で、町長が特に必要と認める業務 

 

６．学童保育所保育時間 

  区 分 通常保育時間 
延長保育 

（月単位） 

時間外（超過保育） 
（月単位延長保育を利用していな

い保護者のお迎え遅れ等による） 

開校日 月～金曜日 
放課後から 

１８時まで 

１８時から 

１９時まで 

１８時から 

１９時まで 

学校 

休業日 

土曜日 ８時から 

１８時まで 
 

１８時から 

１９時まで 長期休業日等 

  ※学校休業日には、休業日が振り返られた日を含む。 

  ※延長保育の利用は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限る。 

※延長保育利用の場合は、必ず保護者が児童を迎えに来ることを条件とする。 

 

７．職員の配置条件 

（1）各学童保育所には、次に掲げる職員を配置すること。 

① 施設管理責任者（常駐の必要はない。防火管理者資格を持つ者が望ましい） 

② 支援員（設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第３項各号に該当する

者） 

 

（2）支援員のうち、各学童保育所に主任支援員（月に２０日以上勤務する支援員をい

う。）を１名以上配置すること。 
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（3）特別に配慮が必要な児童への加配職員配置については、町に配置申請を行いその承

認を得てから配置すること。なお加配職員の人件費は別途委託料の交付を受けるこ

とができる。 

（4）令和８年度時点の運営事業者から変更になった場合、各学童保育所の支援員から継

続して志免町の学童保育所にて就労希望の申出がある場合は、新旧運営事業者にお

いて、その雇用について、最大限配慮すること。 

 

８.保育に従事する職員数の配置基準 

学童保育所で保育に従事する職員の数については、学童保育所ごとに常態的に２人が支

援にあたるよう配置するものとする。また、在籍児童数に応じて、２人とは別に、おおむ

ね次の表の職員を追加配置するものとする。 

【児童数に対する職員の追加配置基準】 

利用児童数 ４１～６０人 ６１人～ 

追加配置数 １人 ２人 

 

９.児童の食事等 

（1）昼食 

学校休業日や土曜日など、学校給食がない日の児童の昼食は、原則として保護者が

準備する。ただし配食サービスなど、利用者サービスの向上となると判断する場合

は、衛生管理及びアレルギー食等に十分配慮の上実施してもよい。この場合、利用者

負担など、あらかじめ保護者と協議すること。 

（2）おやつ 

  学童保育所では児童に対しおやつを提供することができる。 

 

１０.管理運営上、運営事業者が遵守すべき基本的事項  

（1）利用児童にとっての利益を最優先し、学童保育所施設の機能を最大限に発揮しなが

ら、子育て支援及び児童福祉を積極的に増進するよう努めること。 

（2）保護者相互の連絡調整及び関係活性化に努めるとともに、学童保育所の管理運営に

ついて保護者の意見を反映するよう努めること。 

（3）家庭や地域社会、学校との連携を図り、利用児童が健康的に、かつ、安全で情緒の

安定した生活ができる環境を用意すること。 
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（4）その他関係法令等を遵守し、安定した質の高いサービスを提供すること。 

（5）利用者の平等な利用を確保すること。 

（6）管理経費の縮減に努め、効率的で業務の成果を高めることができる運営を行うこ

と。 

（7）事故防止のため環境整備（職員教育、施設点検等）を徹底すること。また、危機管

理及び緊急時・災害時の対応を明確にすること。 

（8）サービスの質の向上を図るため、また、円滑な学童保育所の管理運営を行うため、

職員教育の充実に努めること。 

（9）支援員等の健康管理や学童保育所としての衛生管理の観点から、健康診断・予防接

種等を実施すること。 

 

１１．運営計画書の提出 

（1）運営事業者は、保育上の基本方針を具現化するために行う行事など、生活指導の具

体的な実施方法、並びに保育を実施するための人員配置計画など具体的に示した学童

保育事業運営計画書（以下「運営計画書」という。）を作成して町長に提出し、その

承認を得なければならない。 

（2）町は、運営事業者が提出した運営計画書について、必要があると認めるときは、そ

の変更を指示することができる。 

 

１２．事業報告書 

(1）運営事業者は、毎年度終了後（委託を取り消された場合にあっては、その取り消さ

れた日後）40日以内に、次に挙げる状況を記載した事業報告書を町に提出しなければ

ならない。 

① 年間実施状況及び利用状況 

② 年間学童保育料の収納実績決算書 

③ 年間収支決算書 

④ 備品管理台帳 

(2）運営事業者は、次に挙げる状況を記載した報告書を提出しなければならない。 

① 月間実施状況及び利用状況（保育実施の翌月１０日まで） 

② 半期収支決算書（１０月３１日まで） 

③ その他、特に町長が必要と認めた報告書（個別に指定する日まで） 
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１３．業務状況の聴取及び実地調査等 

学童保育事業運営の適正を期するため、運営事業者は、運営業務及び経理の状況に関す

る聴取及び実地調査等、町長の求めに応じなければならない。 

 

１４．学童保育所の運営にかかる財源 

学童保育所の運営にかかる費用の財源は以下のとおりとする。 

(1）町からの委託料 

学童保育事業実施のために必要な経費として町が算定した委託料。 

(2）保護者が支払う利用料等（学童保育料等） 

① 保護者が支払う利用料等のうち、実施に関する条例及び実施に関する条例施行規

則に規定する利用料については運営事業者が徴収して志免町に納入すること。 

② 保護者が支払う利用料等のうち、食糧費及び保険料については運営事業者が実費

を徴収し全額を食糧費及び保険料に充てなければならない。 

 

１５．利用料金等  

利用料は保護者から収受し、町に納付するものとする。 

 利用単位 保育時間の利用料 時間外 

月～金曜日 

児童１人 
通常保育 

月額４，５００円 

延長保育 

月額３，０００円 

超過保育 

１５分毎 

２００円 

超過保育 

１５分毎 

３００円 
学校休業日 

（土曜日・長

期休業日） 

超過保育 

１５分毎 

 ３００円 

※月途中の利用開始・中止の場合の月額利用料等は日割りをしない。 

※利用料以外の食糧費、保険料、その他については、町長の承認を得て運営事業者が徴

収する。  

※おやつを提供する場合は、１人月額上限１，５００円程度とする。 

※通常保育の利用料は、保育料、行事費、写真代等を含む。 
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１６．リスク分担 

 町と運営事業者の責任分担は、次のとおりとする。 

項  目 内  容 
リスク分担 

町 運営事業者 

法令の変更 管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 協 議 

税制等の変更 
消費税率等の変更に伴う委託料の増減 ○  

上記以外  ○ 

物価、金利の変動 物価、金利の変更  ○ 

需要の変動 利用者減、収入減等  ○ 

物品の損傷 修繕  ○ 

施設、設備等の損

傷 

事業者の故意、過失によるもの  ○ 

事業者の故意、過失によらないもの ○  

経年劣化や日々の利用に伴う軽微な修繕  ○ 

上記以外の修繕 協 議 

事故発生（情報漏

えい等を含む） 

運営事業者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

町の責めに帰すべき事由による場合 ○  

上記以外 協 議 

周辺地域、住民、利

用者への対応 

施設の設置に関する訴訟、苦情、要望、住民運

動などの対応 
○  

運営事業者が行う委託業務に起因する訴訟、苦

情、要望、住民運動などの対応 
 ○ 

上記以外 協 議 

運営費の上昇 

運営事業者の要因による運営費の増大  ○ 

町の要因による運営費の増大 ○  

施設の管理運営に関する法令等の変更に伴う

経費の増加 
○  

上記以外 協 議 

運営業務の引継ぎ

に関する費用 
引継ぎを受け、又は引継ぎを行う場合の費用  ○ 

債務不履行 
運営事業者が契約不履行  ○ 

町が契約不履行 ○  

不可抗力 
自然災害、疫病、暴動等による業務の中止、変

更、休業等 
協 議 
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損害賠償（町が運

営事業者に対して

国家賠償法に基づ

く求償権を行使す

る場合を含む） 

管理運営上の瑕疵による事故または運営事業

者の責めに帰すべき事由により第三者に損害

を与えた場合 

 ○ 

運営事業者の責めに帰すべき事由によらない

施設、設備などの瑕疵により第三者に損害を与

えた場合 

○  

上記以外 ○  

 

１７.保険への加入 

 運営事業者は、利用児童の事故等に備え、公益財団法人スポーツ安全協会が実施する

スポーツ安全保険もしくはこの保険と同等以上の保険に加入しなければならない。 

 

１８.その他 

なお、この仕様書に定めのない業務や実施条件等については、町と運営事業者が協議の

うえ決定するものとする。 

 


